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１　事業概要 ４　事務局組織図及び派遣職員配置数 令和3年5月21日現在

４人

 ３人

　被保険者 ５人

・７５歳以上の方 ※ 派遣職員総数 ３７人（派遣市町数 ２９） 次長兼保険料課長

・６５歳以上で一定の障がいのある方 保険証の提示、一部負担金の支払 ５人

各種申請 保険証等交付

保険料納入 保険料の賦課 ８人

８人

情報提供、負担金の支払等 公費負担

後期高齢者支援金 国・県・市町村

※後期高齢者医療給付費に係る財源内訳

５　広域連合議会

※保険料率等の推移

議員の構成 市長選出区分 ７人 開催時期　　　

（定員 ２０人） 町村長選出区分 ３人 定例会　 ２月　　１０月

市議会議員選出区分 ７人 臨時会　　 ７月

町村議会議員選出区分 ３人

２　被保険者数・１人当たり医療費の推移 ※被保険者数は、年度末現在の人数

（１）広域計画の策定

３　決算額等の推移（一般会計・特別会計） （単位:円）

（２）保険料率の改定

（４）保健事業の推進

8.34%

76,481円

41,700円42,530円

7.96%

75,866円

40,300円

7.75%

71,730円

41,860円

8.25%

75,245円

埼玉県後期高齢者医療広域連合事業概要

医療費支払医療費請求

国・県・市町村の公費（約５割）

現役世代からの支援金（健保・国保等の被保険者）

（約４割）
現役世代からの支援金

（健保・国保等の被保険者）

保険料

（約１割）

保険料担当

審査担当

給付課長

総務企画担当

次長兼総務課長

財務担当

資格管理担当

原口 和久

(鴻巣市長)

給付担当

20,236,236

保険給付費

保険給付費以外
歳

出

医療サービス（診療）

　後期高齢者医療制度は、急速な高齢化による医療費等の増大が見込まれる中で、現役世代と高

齢者世代の負担を明確にすることにより、国民皆保険制度を将来にわたり持続可能なものとしてい

くための制度です。

事務局長

広域連合長 副広域連合長

医療機関

市町村 埼玉県後期高齢者医療広域連合

（３）保険料の収納対策

平成30・令和元年度 令和2・3年度平成20・21年度 平成22・23年度 平成24・25年度 平成26・27年度

所得割率 7.96%

均等割額 42,070円

令和3年度（当初予算）

705,178,656,891677,426,498,104 820,154,000,000

　県内の市町村長及び市町村議員から選ばれた議員で構成され、広域連合の予算、条例などの審議、

決定を行う機関です。

収支差

一般会計

723,893,843,277

20,908,038,884

18,715,186,386

684,270,618,007

特別会計 平成30年度平成29年度

歳入

収支差 22,012,205

歳入

歳出

658,200,959,043

19,225,539,061

15,959,842,838

693,386,340,942

平成30年度

被保険者数

1人当たり医療費

平成29年度

859,418人

2,056,266,340

2,034,254,135

令和２年度

合計

0

令和元年度

768,537,642,231

730,663,011,643

23,277,902,388

14,596,728,200

758,477,083,000

9,647,917,000

0

768,125,000,000 820,154,000,000

令和2年度（当初予算）

768,125,000,000753,940,914,031

10,768,888,000

809,385,112,000

令和元年度

858,183円

平成30年度

908,391人

844,747円

令和元年度

941,729人

1人当たり保険料

0

平成29年度

平成26年度

725,896人

849,376円

1,624,005,639 1,481,212,066

平成27年度

767,921人

860,416円

平成28年度

815,959人

846,660円

1,496,601,8931,644,241,875

　広域連合と市町村は、「収納対策実施方針」に基づき、毎年度「収納対策実施計画」を作成

することにより収納対策を計画的に実施し、収納率の向上に努めます。

　被保険者の健康の保持増進を支援し、被保険者ができる限り長く健康で自立した生活を送る

ことができるよう、「高齢者保健事業実施計画（データヘルス計画）」に基づき、効果的・効

率的に保健事業を推進します。

６　懸案事項、今後の課題

平成28・29年度

15,389,827 0

42,440円

8.29%

74,149円 74,151円

　後期高齢者医療制度の適正かつ安定的な運営のため、広域連合及び県内市町村が相互に役割

を分担するとともに、連絡調整を図りながら事務処理を円滑に行うための指針として策定する

ものです。

　保険料率の改定にあたっては、被保険者の生活への影響に配慮しつつ、財源の過不足が生じ

ないよう、医療給付に必要な費用を的確に見込み、保険料率を算定します。1,797,100,000 1,898,300,000

令和3年度（当初予算）

1,898,300,0001,797,100,000

853,114円

7.86%

73,661円

41,700円

令和2年度（当初予算）

955,607人

さいたま市（ ４人）、熊谷市（３人（うち県派遣２人））、

川口市（３人）、所沢市（２人）、川越市、行田市、

秩父市、飯能市、本庄市、東松山市、春日部市、

上尾市、草加市、越谷市、戸田市、和光市、桶川市、

久喜市、北本市、八潮市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、

ふじみ野市、越生町、嵐山町、ときがわ町、小鹿野町、

神川町


